
青梅市選挙管理委員会告示第６号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項および第７５条

第１項ならびに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９

号）第４条第１項および第５条第１項の規定による青梅市における選挙権

を有する者の総数の５０分の１の数は、次のとおりである。

令和８年６月１日

青梅市選挙管理委員会
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